
 

日本ウェルビーイング医学協会一般会員 募集要項 

 

一般社団法人日本ウェルビーイング医学協会は、医師・歯科医師含むコメディカルの方と企業そして 一

般の顧客と繋ぐビジネスの新しいプラットフォームを提供し、今までにない専門分野の講演や認定コ 

ースによる新しいウェルビーイング・ソリューションの普及啓蒙活動をしていきます。  

 

ウェルビーイング・メディスン（Well-being Medicine)とは 

現在に至るまで私たち医師、歯科医師(以下医師と呼ぶ)は医学的に診断の下され た疾病の治療や疾病 

の予防に尽力を尽くしてきました。しかし世の中には医学的診 断の下されない病(illness)に苦しみ、 悩

み、WHO の定義する健康で、身体的、精 神的、社会的にウェルビーイングとは言いがたい状況に あ

る人々が数多く存在します。中には自分自身の抱えている悩みや心身の状態を人に相談することも で

きず、 解決策も見当たらないという行き詰った状況にある方も少なくありません。 日本ウェルビ ー

イング医学会では、今まで医学的診断の元では疾病とみなされてこ なかった illness に焦点を置 き、

医学的根拠や専門的知識を持つ医師達の知恵に基づ いた安全なソリューションを提供し、普及さ せる

事により身体的、精神的、社会的にウェルビーイングな状態へ導き、人々の幸福に貢献します。  

 

1. 一般会員について  

正会員（医療・ヘルスケア・介護福祉等有資格者会員）のように、資格条件はありません。ウェルビー

イング医療にご興味のある方であれば、どなたでも入会が可能です。 

 

2. 募集期間 

随時入会可能とします 。 

 

3. 申し込み方法 

別紙の申込書にて以下の窓口にお申し込み下さい。  

 

一般社団法人日本ウェルビーイング医学協会 事務局 

〒141-0021 東京都品川区上大崎 2-2-6 

TEL :03-5422-8087(代表)FAX: 03-5422-8756 E-mail: info@jswm.jp  

 

4. 入会金・年会費 

                         1 口の入会金    1 口の年会費 

医療・ヘルスケア・介護福祉等有資格者会員      5 万円        60,000 円  

賛助会員        10 万円  60,000 円 

コーポレート会員(10 名まで記名登録可)       35 万円       600,000 円  



 一般会員                      無料        無料 

 

5. 一般会員の特典 

・ ウェルビーイングな暮らしに役に立つ情報の提供 

・ 当協会にて開催されるセミナーへの会員価格での優先的参加 

・ 協会認定ウェルビーイング医療を提供するクリニックの紹介 

・ 協会認定ウェルビーイング・ソリューションの会員価格での購入・提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

一般社団法人日本ウェルビーイング医学協会（JSWM） 

一般会員入会申込書 

 

一般社団法人日本ウェルビーイング医学協会 

代表理事 柳澤 厚生 殿 

 

一般社団法人日本ウェルビーイング医学協会の趣旨に賛同し、次の通り入会を申し込みます。 

フリガナ  

男 女＊ 
生年 

月日＊ 
  年   月   日 

氏 名＊ 
                      

印 

自宅住所＊ 

〒 
 
 

TEL.    －      －     

資格名  資格取得日      年   月   日 

勤務先名称  所属・役職  

勤務先住所 

〒 
 
 

TEL.    －      －     URL. 

E-mail＊                ＠ 

紹介者  

＊は必須項目ですので、漏れのないようにご記入ください。 

 

＞＞以下のアンケートにご協力をお願いいたします。 

1. 入会の動機 

                                               

3. 期待すること、ご意見など ご自由にご記入ください 

                                            

                                            

                                            

 



 

一般社団法人日本ウェルビーイング医学協会 

個人情報保護の規定について 

（目的） 

第１条 この規程は、一般社団法人日本ウェルビーイング医学協会（以下「協会」という。）が保有する

個人情報の適正な取扱いの確保に関する基本的事項を定め、個人情報を適切に管理、保護することを目

的とする。 

 

(定義) 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (1) 個人情報：個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等によ

り特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別するこ

とができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることによ

り、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものをいう。ただし、次に掲げる情報を除く。 

  1. 法人その他の団体（国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。）に関して記録された

情報に含まれる当該法人等の役員に関する情報 

  2. 事業を営む個人に関する情報で明らかに当該事業に専属すると認められるもの 

 (2) 個人情報の収集等  個人情報の収集、保管及び利用をいう。 

 (3) 協会：協会本部及び支部・事務所をいう。 

 (4) 会員：協会の評議員、会員及びコーポレート会員をいう。 

 (5) 文書等：協会の役員又は職員（以下「職員等」という。）が職務上作成し、又は取得した文書、

図画及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては識別することができない方式

で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）であっ

て、職員等が組織的に用いるものとして、協会が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを

除く。 

  1. 新聞、雑誌、書籍その他の不特定多数のものに販売することを目的として 

    発行されるもの 

  2. 協会が一般の利用に供することを目的として保有しているもの 

 

(協会の体制および責務) 

第３条 協会は、個人情報保護の重要性を十分に認識し、個人情報の取扱いに伴う個人の権利・利益の

侵害の防止に関し、必要な措置を講じるよう努めなければならない。 

（1）協会の理事長は、個人情報保護監査役を指名し、本規定および関係法令等の趣旨に則って、個人情

報の適正な取り扱いを確保するための必要な体制を総合的に策定し、その実施、保有個人情報の管理に

ついて統括する。 

（2）協会本部事務局長は、理事長を補佐し、個人情報の適正な取り扱いを確保するための必要な措置を

講じ、個人情報の保護に関連する問題に、適切かつ迅速に対応しなければならない。 



  また、事務局長は、個人情報に関して法令、本規程に基づく運用の全体像を把握し、基本方針を定

め、問題発生の防御、問題発生時の対応を迅速に行い、個人情報保護の実施状況を理事長に報告する。 

（3）支部は、本規定の目的を達成するために、個人情報保護管理責任者を配置し、個人情報の保護に必

要な措置を講じなければならない。 

 

 職員等の責任 

 

（1）個人情報を取り扱う職員等は、法令および本規定、ならびに各支部が定める規定を遵守し、個人情

報を適切に取り扱い、保有個人情報の正確性を維持し、常に安全性の確保に努めなければならない。 

（2）個人情報を取り扱う職員等は、業務に関連して開示を受け、または知り得た個人情報の内容を他に

示し、漏洩し、または業務以外の目的に利用してはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 

（3）個人情報を取り扱う職員等は、業務上必要と認められる場合を除き、個人情報を閲覧またはコピー

してはならない。 

（4）個人情報を取り扱う職員等は、あらかじめ管理責任者の許可を得た場合を除き、個人情報を協会外

に持ち出してはならない。  

（5）個人情報を取り扱う職員等は、事故および法令，本規程、各支部が定め職員就業規則その他支部が

定める規程違反を見つけた場合には、速やかに個人情報保護管理責任者へ報告しなければならない。 

 

 個人情報保護管理責任者 

 

（1）個人情報保護管理責任者には、各支部の長を充てる。 

（2）個人情報保護管理責任者は各支部の個人情報に関する適正収集、管理等の適正な取り扱いのため

の措置を講じ、所属の職員等に対する教育啓発を実施しなければならない。 

（3）個人情報保護管理責任者は、各支部において収集した個人情報を体系的に整理し、職員が適正に管

理できるようにしなければならない。 

（4）個人情報保護管理責任者は、常に各支部の個人情報の収集、管理、保護等の状況を点検し、理事長

および事務局長の求めがあるときは、速やかに報告しなければならない。 

（5）個人情報保護管理責任者は、各支部における事故発生時の対応手順を定めなければならない。 

 

(個人情報の収集の制限) 

第４条 協会は、個人情報を収集するときは、収集の目的を明らかにして、本人から直接収集しなけれ

ばならない。 

（1）協会は、個人情報の収集等をするときは、その所掌する事務又は事業の目的達成に必要かつ最小限

の範囲内で行わなければならない。 

（2）協会は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、個人情報を本人以外の

ものから収集することができる。 

  1. 本人の同意があるとき。 

  2. 法令又は条例（以下「法令等」という。）に定めがあるとき。 

  3. 個人情報が出版、報道等により公にされているとき。 

（3）協会は、次の各号に係る個人情報の収集等をしてはならない。ただし、法令等に定めがあるとき、



又は事務若しくは事業の目的を達成するために当該個人情報を欠くことができないときは、この限りで

ない。 

  1. 思想、信条及び宗教に関する事項 

  2. 社会的差別の原因となる事実に関する事項 

 

（利用又は提供の制限） 

第５条 協会は、第４条に規定する収集の目的の範囲を超えて個人情報を利用し、又は協会以外のもの

に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

（1）本人の同意があるとき。 

（2）法令又は条例（以下「法令等」という。）に定めがあるとき。 

（3）個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。 

 

（適正管理） 

第６条 協会は、個人情報の収集等を行うときは、次の各号について必要な措置を講じ、適正な維持管

理を行わなければならない。 

（1）個人情報は、正確かつ最新のものとすること。 

（2）個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止すること。 

（3）協会は、不必要となった個人情報については、廃棄し、又は消去しなければならない。 

 

（業務の委託） 

第７条 協会は、個人情報の処理に係る業務を外部に委託するときは、当該業務の委託を受けた者に対

し、個人情報の保護を図るため、個人情報の適正な管理について必要な措置を講じさせなければならな

い。 

 

（開示の申出） 

第８条 会員、職員等その他協会に個人情報の収集等をされている者（以下「会員等」とい 

 う。）は、協会に対し、文書等に記録されている自己に関する個人情報（以下「自己情報」 

 という。）の開示の申出（以下「開示申出」という。）をすることができる。 

 

（自己情報の開示） 

第９条 協会は、開示申出があったときは、開示申出に係る自己情報に次の各号に掲げる情報（以下「不

開示情報」という。）のいずれかが記録されている場合を除き、開示申出をした者（以下「開示申出者」

という。）に対し、当該自己情報を開示するものとする。 

 (1) 開示申出者以外の者の個人情報であって、開示することにより、当該開示申出者以外の正当な権

利利益を害すると認められるもの。ただし、個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、開示するこ

とが必要であると認められる情報を除く。 

 (2) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することによ

り、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を明らかに害するもの。ただし、

個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、開示することが必要であると認められる情報を除く。 

 (3) 個人の評価、診断、判定、相談、選考等に関する情報であって、本人に開示することにより、当



該評価、診断、判定、相談、選考等に著しい支障が生じるおそれのあるもの 

 (4) 調査、交渉、争訟等に関する情報であって、本人に開示することにより、協会の公正かつ適正な

事務又は事業の執行に著しい支障が生じるおそれのあるもの 

 (5) 開示することにより、個人の生命、身体又は財産の安全その他公共の安全と秩序の維持に支障を

及ぼすおそれがあるもの 

 (6) 法令等の規定により開示することができないとされているもの 

 

（訂正の申出） 

第 10 条 会員等は、自己情報について事実の記載に誤りがあると認めるときは、協会に対し、当該記

載の訂正の申出をすることができる。 

 

（開示又は訂正の申出の手続き） 

第 11 条 自己情報の開示又は訂正（以下「開示等」という。）の申出をしようとする者は、協会に対し、

申出をする者が「個人登録情報開示・訂正等請求書（様式１）」を作成し請求しなければならない。 

（1）開示等の申出をしようとする者は、当該自己情報に係る本人又はその代理人でなければならない。 

 

（2）協会は、第１項の個人登録情報開示・訂正等請求書に形式上の不備があると認めるときは 、開示

等の申出をした者（以下「開示等申出者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めるこ

とができる。この場合において、協会は、開示等申出者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう

努めなければならない。 

 

（開示等の実施） 

第 12 条 自己情報の開示は、文書又は図画については当該文書の閲覧又は写しの交付をもって行う。

ただし、閲覧の方法による自己情報の開示にあっては、協会は、当該自己情報の保存に支障を生じるお

それがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。 

（1）協会は、第 11 条により開示等を決定したときは、速やかに開示等をするものとする。 

 

（不服の申出） 

第 13 条 開示等申出者は、開示等について不服があるときは、協会に対して書面により不服の申し出

をすることができる。 

（1）前項の申出は、開示等の事項を知った日の翌日から起算して６０日以内にしなければならない。 

（2）協会は、第１項の申出があったときは、迅速かつ適切な処理に努め、当該申出について再度の検討

を行った上で、当該申出に対する回答を書面により行うものとする。 

 

（委任） 

第 14 条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関して必要な事項は、協会の長が定めるも

のとする。 

 

附 則 

この規程は、令和３年４月 1 日から施行する。 


